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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 書 類 名 】 　 　 　 明 細 書
【 発 明 の 名 称 】 　 遊 技 板 製 造 方 法 及 び そ の 装 置
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 流 れ 作 業 で 遊 技 板 を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ イ ン の 途 中 又 は 終 端 に 複
数 本 の 分 岐 ラ イ ン を 形 成 し 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 は 相 互 に リ ン ク し な い 独 立 構 造 と し 、 各 分
岐 ラ イ ン 同 士 を 同 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 一 機 種 の 遊 技 板 を 製 造 し 、
又 は 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 異 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 複 数 機 種 の 遊 技
板 を 製 造 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 板 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 流 れ 作 業 で 遊 技 板 を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ イ ン と 、
　 そ の ラ イ ン の 途 中 又 は 終 端 に 複 数 本 形 成 さ れ 、 そ の 複 数 本 同 士 が 相 互 に リ ン ク し な い 独
立 構 造 で あ る 分 岐 ラ イ ン と 、 か ら な り 、
　 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 同 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 一 機 種 の 遊 技 板 を 製
造 す る 状 態 と 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 異 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 複 数 機
種 の 遊 技 板 を 製 造 す る 状 態 の 何 れ に も 対 応 さ せ 得 る

遊 技 板 製 造 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

　 　 【 請 求 項 ５ 】 　

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 板 を 製 造 す る 遊 技 板 製 造 方 法 及 び そ の 装 置 に 関 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ２ 】
　 　 【 従 来 の 技 術 】
　 図 ２ は 、 弾 球 遊 技 機 の 一 つ で あ る パ チ ン コ 機 の 遊 技 板 の 正 面 図 で あ る 。 こ の 遊 技 板 １ の

よ う に し た
こ と を 特 徴 と す る

前 記 各 分 岐 ラ イ ン に 作 業 者 が 主 体 と な っ て 作 業 を 行 う 手 作 業 工 程 を 割
り 当 て る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 遊 技 板 製 造 装 置 。

前 記 各 分 岐 ラ イ ン は 、 前 半 部 を 製 造 工 程 に 割 り 当 て る と 共 に 後 半 部 を
検 査 工 程 に 割 り 当 て る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の 遊 技 板 製 造 装 置
。

流 れ 作 業 で 遊 技 板 を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ イ ン に 主 と し て 機 械 に よ
る 自 動 作 業 工 程 を 割 り 当 て 、 一 方 、 分 岐 ラ イ ン に 主 と し て 作 業 者 に よ る 手 作 業 工 程 を 割 り
当 て る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 乃 至 ４ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の 遊 技 板 製 造 装 置
。



表 面 に は 、 遊 技 領 域 を 囲 う ガ イ ド レ ー ル ２ 、 多 数 の 障 害 釘 ３ 、 風 車 ４ 、 入 賞 装 置 ５ 、 装 飾
部 品 ６ 等 が 取 り 付 け ら れ て お り 、 ま た 、 遊 技 板 １ の 裏 面 に は 、 図 示 し な い が 入 賞 球 集 合 カ
バ ー や 制 御 基 盤 等 が 取 り 付 け ら れ て い る 。 そ し て 、 現 在 の 遊 技 板 製 造 装 置 は 、 遊 技 板 １ を
コ ン ベ ヤ で 搬 送 し な が ら 、 自 動 化 し た 機 械 類 と 作 業 者 に よ る 流 れ 作 業 で 、 前 記 部 品 類 の 取
り 付 け 等 を 行 う よ う に し て い る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ３ 】
　 　 【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
　 従 来 の 遊 技 板 製 造 装 置 は 、 一 本 の ラ イ ン で 一 機 種 の 遊 技 板 を 量 産 す る 構 造 に な っ て お り
、 製 造 機 種 を 変 更 す る の に 多 く の 時 間 と コ ス ト が 掛 か る 。 そ の た め 、 少 量 生 産 の 機 種 に 対
応 し に く く 柔 軟 性 に 欠 け る 問 題 点 が あ っ た 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ４ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 は 上 記 に 鑑 み な さ れ た も の で 、 流 れ 作 業 で 遊 技 板 を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ イ ン
の 途 中 又 は 終 端 に 複 数 本 の 分 岐 ラ イ ン を 形 成 し 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 は 相 互 に リ ン ク し な い
独 立 構 造 と し 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 同 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 一 機 種
の 遊 技 板 を 製 造 し 、 又 は 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 異 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全
体 で 複 数 機 種 の 遊 技 板 を 製 造 す る よ う に し た 遊 技 板 製 造 方 法 を 提 供 す る 。 ま た 、 流 れ 作 業
で 遊 技 板 を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ イ ン と 、 そ の ラ イ ン の 途 中 又 は 終 端 に 複 数 本 形 成 さ れ
そ の 複 数 本 同 士 が 相 互 に リ ン ク し な い 独 立 構 造 で あ る 分 岐 ラ イ ン と 、 か ら な り 、 各 分 岐 ラ
イ ン 同 士 を 同 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 一 機 種 の 遊 技 板 を 製 造 す る 状 態
と 、 各 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 異 設 定 に し て 前 記 ラ イ ン と 分 岐 ラ イ ン の 全 体 で 複 数 機 種 の 遊 技 板
を 製 造 す る 状 態 の 何 れ に も 対 応 さ せ 得 る 遊 技 板 製 造 装 置 を 提 供 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 夫 々 の 分 岐 ラ イ ン 同 士 は 相 互 に リ ン ク し な い 独 立 構 造 で あ る か ら 、 異 な る 機 種 の 遊 技 板
に 対 応 し た 製 造 工 程 を 割 り 当 て る こ と が で き 、 そ う す る こ と に よ り 一 台 の 遊 技 板 製 造 装 置
で 複 数 機 種 の 遊 技 板 を 同 時 に 製 造 す る こ と が 可 能 で あ る 。 ま た 、 全 て の 分 岐 ラ イ ン を 同 設
定 に す れ ば 一 機 種 の 遊 技 板 に 対 応 す る こ と も も ち ろ ん 可 能 で あ る か ら 、 単 一 機 種 の み の 量
産 に も 柔 軟 に 対 応 で き る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
　 以 下 に 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 図 面 を 参 照 し つ つ 説 明 す る 。 な お 、 図 １ は 遊 技 板 製 造 装 置
の 概 略 平 面 図 、 図 ２ は パ チ ン コ 機 用 の 遊 技 板 の 正 面 図 で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 遊 技 板 １ の 製 造 工 程 は 、 表 面 装 飾 フ ィ ル ム の 貼 着 工 程 、 ル ー タ ー 等 に よ る 孔 開 け 工 程 、
障 害 釘 ３ を 打 つ 釘 打 ち 工 程 、 ガ イ ド レ ー ル ２ を 取 り 付 け る レ ー ル 取 付 工 程 、 風 車 ４ を 取 り
付 け る 風 車 取 付 工 程 、 入 賞 装 置 ５ や 装 飾 部 品 ６ （ 以 下 入 賞 装 置 等 と い う 。 ） を 取 り 付 け る
入 賞 装 置 等 取 付 工 程 、 裏 側 の 部 品 類 を 取 り 付 け る 裏 部 品 取 付 工 程 、 完 成 し た 遊 技 板 １ を チ
ェ ッ ク す る 検 査 工 程 、 等 か ら な る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ８ 】
　 図 １ に 示 し た 遊 技 板 製 造 装 置 ７ は 、 前 記 製 造 工 程 の う ち 、 表 面 装 飾 フ ィ ル ム の 貼 着 工 程
、 孔 開 け 工 程 、 釘 打 ち 工 程 、 レ ー ル 取 付 工 程 、 風 車 取 付 工 程 、 を 終 了 し た 半 製 品 の 遊 技 板
１ を ワ ー ク と し 、 入 賞 装 置 等 取 付 工 程 ８ と 、 裏 部 品 取 付 工 程 ９ と 、 検 査 工 程 １ ０ と 、 を 有
す る 。 な お 、 遊 技 板 製 造 装 置 ７ の 工 程 の 組 み 合 わ せ は 任 意 で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ９ 】
　 前 記 入 賞 装 置 等 取 付 工 程 ８ と 裏 部 品 取 付 工 程 ９ は 、 遊 技 板 搬 送 用 の コ ン ベ ア １ １ に 自 動
ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ と 遊 技 板 反 転 装 置 １ ３ を 夫 々 複 数 台 づ つ 配 置 し た 一 本 の ラ イ ン １ ４ と 、
そ の ラ イ ン １ ４ の 終 端 に 複 数 本 （ ２ 本 ） の コ ン ベ ア １ １ ， １ １ を 並 列 配 置 し た 分 岐 ラ イ ン
１ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 と か ら な る 。 そ し て 、 ラ イ ン １ ４ の 始 端 か ら 遊 技 板 反 転 装 置 １ ３
の 手 前 ま で の 領 域 が 入 賞 装 置 等 取 付 工 程 ８ で あ り 、 ま た 、 遊 技 板 反 転 装 置 １ ３ か ら 分 岐 ラ
イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 ま で の 領 域 が 裏 部 品 取 付 工 程 ９ で あ る 。 前 記 ラ イ ン １ ４ と 分
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岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 間 に は 振 分 け 移 送 手 段 １ ６ が 設 け ら れ て お り 、 ラ イ ン １ ４ 上 に
あ る 遊 技 板 １ を 何 れ か 一 方 の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ 又 は 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ｂ に 振 り 分 け て 移 送 す
る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ０ 】
　 前 記 検 査 工 程 １ ０ は 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 後 半 部 に 形 成 さ れ て い る 。 パ チ ン コ 機
用 の 遊 技 板 １ の 検 査 は 垂 直 に 起 立 さ せ て 行 う た め 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 と
後 半 部 の 境 界 部 、 つ ま り 裏 部 品 取 付 工 程 ９ と 検 査 工 程 １ ０ の 境 界 部 に は 遊 技 板 起 立 装 置 １
７ が 設 け ら れ て い る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 な お 、 言 う ま で も な く 、 ラ イ ン １ ４ と 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に は 、 所 定 の 位 置 に 作
業 者 が 配 置 さ れ て い る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ２ 】
　 次 に 、 上 記 遊 技 板 製 造 装 置 ７ に よ る 単 一 機 種 の 遊 技 板 １ の 製 造 方 法 に つ い て 説 明 す る 。
な お 、 遊 技 板 製 造 装 置 ７ で 単 一 機 種 の 遊 技 板 １ を 製 造 す る た め に は 、 予 め 分 岐 ラ イ ン １ ５
Ａ ， １ ５ Ｂ 同 士 を 同 設 定 に し て お く 。 も っ と も 後 述 す る よ う に 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ
は 作 業 者 が 主 体 と な っ て 作 業 を 行 う 手 作 業 工 程 で あ る か ら 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ 同
士 を 同 設 定 に す る こ と の 具 体 的 な 内 容 は 、 取 付 用 部 品 類 の 統 一 と 作 業 者 に 対 す る 作 業 内 容
の 徹 底 で あ る 。 ま た 、 も し 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に 自 動 化 し た 装 置 類 が 設 置 さ れ て い
れ ば 、 プ ロ グ ラ ム の 統 一 も 行 う 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ３ 】
　 先 ず 、 図 １ 一 点 鎖 線 で 示 し た よ う に 、 前 記 半 製 品 の 遊 技 板 １ を ラ イ ン １ ４ の 始 端 部 に 載
せ る 。 こ の と き 遊 技 板 １ の 向 き は 表 が 上 で あ る 。 次 に 、 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ の 直 前 （ 上
流 ） に い る 作 業 者 が 入 賞 装 置 ５ 等 を 遊 技 板 １ の 表 面 に セ ッ ト す る と 、 遊 技 板 １ が 自 動 ネ ジ
締 め 装 置 １ ２ に 入 り 、 予 め プ ロ グ ラ ム さ れ た ポ イ ン ト に ネ ジ が 締 め 込 ま れ る 。 そ し て 、 複
数 の 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ を 通 過 し て 全 て の 入 賞 装 置 ５ 等 が 取 り 付 け ら れ る と 、 遊 技 板 １
は 遊 技 板 反 転 装 置 １ ３ で 裏 返 さ れ 、 再 び ラ イ ン １ ４ に 載 っ て 裏 部 品 取 付 工 程 ９ に 入 る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ の 裏 部 品 取 付 工 程 ９ も 入 賞 装 置 等 取 付 工 程 ８ と 同 様 で あ っ て 、 作 業 者 が 裏 側 の 部 品 を
遊 技 板 １ 裏 面 に セ ッ ト す る と 、 遊 技 板 １ が 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ に 入 り 、 所 定 の ポ イ ン ト
が 自 動 的 に ネ ジ 止 め さ れ る 。 そ し て 、 遊 技 板 １ が ラ イ ン １ ４ の 終 端 に 至 る と 、 振 分 け 移 送
手 段 １ ６ で ラ イ ン １ ４ か ら 夫 々 の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に 一 台 づ つ 交 互 に 振 り 分 け ら
れ る 。 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 に は エ ア ド ラ イ バ ー 等 の 工 具 が 備 え 付 け ら れ て
い る か ら 、 そ れ を 使 っ て 作 業 者 自 ら が 裏 部 品 の セ ッ ト と ネ ジ 締 め を 行 い 且 つ 必 要 な 配 線 等
を 行 う 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 な お 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ は 、 上 記 の よ う に 作 業 者 が 主 体 と な っ て 作 業 を 行 う 言
わ ば 手 作 業 工 程 で あ る か ら 融 通 性 が 高 い 。 従 っ て 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ で 表 側 の 部
品 の 取 り 付 け を 行 う こ と も も ち ろ ん 可 能 で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ６ 】
　 し か し て 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 で 遊 技 板 １ は 完 成 し 、 そ の 遊 技 板 １ が 遊
技 板 起 立 装 置 １ ７ で 起 立 状 態 に な っ て 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ 後 半 の 検 査 工 程 １ ０ に 送
ら れ る 。 こ の 検 査 工 程 １ ０ に は 検 査 員 が い て 完 成 後 の 遊 技 板 １ に 所 定 の 検 査 を 行 い 、 パ ス
し た も の の み を 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 終 端 に 送 り 出 す 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 に 、 上 記 遊 技 板 製 造 装 置 ７ に よ る 異 な る 二 機 種 の 遊 技 板 １ の 製 造 方 法 に つ い て 説 明 す
る 。 な お 、 遊 技 板 製 造 装 置 ７ で 複 数 機 種 の 遊 技 板 １ を 製 造 す る た め に は 、 予 め 分 岐 ラ イ ン
１ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ 同 士 を 異 設 定 に し て お く 。 具 体 的 な 設 定 内 容 は 、 機 種 に 応 じ た 取 付 部 品 類
を 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に 夫 々 供 給 す る こ と と 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に 配 置 さ
れ る 作 業 者 に 対 し 、 夫 々 の 作 業 内 容 を 徹 底 す る こ と で あ る 。 ま た 、 も し 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ
， １ ５ Ｂ に 自 動 化 し た 装 置 類 が 設 置 さ れ て い れ ば 、 必 要 な プ ロ グ ラ ム の 変 更 も 行 う 。
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　 　 　 【 ０ ０ １ ８ 】
　 先 ず 、 図 １ 一 点 鎖 線 で 示 し た よ う に 、 半 製 品 の 遊 技 板 １ を 表 を 上 に し た 向 き で ラ イ ン １
４ の 始 端 に 載 せ る 。 こ の と き 、 二 機 種 の 遊 技 板 １ の 構 成 （ 仕 様 ） が 近 似 し て い て 前 記 半 製
品 の 状 態 で 相 違 が な け れ ば 、 ラ イ ン １ ４ の 始 端 に 遊 技 板 １ を 連 続 し て 載 せ れ ば よ い 。 一 方
、 二 機 種 の 遊 技 板 １ が 半 製 品 の 状 態 で 既 に 異 な る も の で あ れ ば 、 一 個 お き 、 或 い は 二 個 お
き と い う よ う に 、 所 定 の 順 番 で 夫 々 の 遊 技 板 １ を ラ イ ン １ ４ の 始 端 に 供 給 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ９ 】
　 次 に 、 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ の 直 前 に い る 作 業 者 が 入 賞 装 置 ５ 等 を 遊 技 板 １ の 表 面 に セ
ッ ト す る と 、 遊 技 板 １ が 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ に 入 り 、 予 め プ ロ グ ラ ム さ れ た ポ イ ン ト に
ネ ジ が 締 め 込 ま れ る 。 な お 、 図 １ に 示 し た よ う に 、 ラ イ ン １ ４ に は 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２
が 複 数 台 設 置 さ れ て お り 、 遊 技 板 １ の 機 種 に 応 じ て 担 当 す る 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ が 割 り
当 て ら れ て い る 。 従 っ て 、 ラ イ ン １ ４ が 一 本 で あ っ て も 複 数 機 種 の 遊 技 板 １ に 対 応 す る こ
と が で き る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ０ 】
　 そ し て 、 複 数 の 自 動 ネ ジ 締 め 装 置 １ ２ を 通 過 し て 全 て の 入 賞 装 置 ５ 等 が 取 り 付 け ら れ る
と 、 遊 技 板 １ は 遊 技 板 反 転 装 置 １ ３ で 裏 返 さ れ 、 再 び ラ イ ン １ ４ に 載 っ て 裏 部 品 取 付 工 程
９ に 入 り 、 所 定 の 裏 部 品 の 取 り 付 け を 行 い な が ら ラ イ ン １ ４ の 終 端 に 至 る 。 そ し て 、 ラ イ
ン １ ４ の 終 端 に 至 っ た 遊 技 板 １ は 、 振 分 け 移 送 手 段 １ ６ に よ り 機 種 に 応 じ て 分 岐 ラ イ ン １
５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 始 端 に 適 宜 振 り 分 け ら れ る 。 な お 、 遊 技 板 １ の 機 種 の 選 別 は 、 ラ イ ン １ ４
の 始 端 に 遊 技 板 １ を 載 せ る 法 則 （ 順 番 ） に 従 う 機 械 的 な 方 法 が 最 も 簡 単 で あ る が 、 遊 技 板
１ に バ ー コ ー ド な ど の 印 を 付 し て そ れ を 識 別 さ せ る 方 法 に す る こ と も で き る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ １ 】
　 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 で は 、 作 業 者 が 裏 部 品 の セ ッ ト と ネ ジ 締 め を 行 い 且
つ 必 要 な 配 線 等 を 行 う 。 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ は 、 作 業 者 が 主 体 と な っ て 作 業 を 行 う
言 わ ば 手 作 業 工 程 で あ る か ら 、 二 つ の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ で 別 々 の 機 種 を 製 造 す る
こ と が プ ロ グ ラ ム 等 の 変 更 を 要 す る こ と な く 簡 単 に 行 え る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ２ 】
　 し か し て 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 前 半 部 で 各 機 種 の 遊 技 板 １ は 完 成 し 、 そ の 遊 技
板 １ が 遊 技 板 起 立 装 置 １ ７ で 起 立 状 態 に な っ て 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ 後 半 の 検 査 工 程
１ ０ に 送 ら れ る 。 こ の 検 査 工 程 １ ０ に は 検 査 員 が い て 完 成 後 の 遊 技 板 １ に 所 定 の 検 査 を 行
い 、 パ ス し た も の の み を 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 終 端 に 送 り 出 す 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ３ 】
　 以 上 本 発 明 を 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 し た が 、 も ち ろ ん 本 発 明 は 上 記 実 施 形 態 に 限 定 さ
れ る も の で は な い 。 例 え ば 、 実 施 形 態 で は 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を ラ イ ン １ ４ の 終 端
に 形 成 し た が 、 ラ イ ン １ ４ の 中 間 に 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を 形 成 し て も よ い 。 ま た 、
実 施 形 態 で は 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を ２ 本 に し た が 、 ３ 本 以 上 で あ っ て も よ い 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ４ 】
　 な お 、 実 施 形 態 の 遊 技 板 製 造 装 置 ７ は 、 流 れ 作 業 で 遊 技 板 １ を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ
イ ン １ ４ の 終 端 に 複 数 本 の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を 形 成 し 、 そ の 各 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ
， １ ５ Ｂ の 前 半 部 を 製 造 工 程 に 割 り 当 て る と 共 に 後 半 部 を 検 査 工 程 に 割 り 当 て 、 各 分 岐 ラ
イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ 間 で 夫 々 異 機 種 の 遊 技 板 に 対 応 し 得 る よ う に し た 技 術 的 思 想 を 包 含 す
る 。 遊 技 板 １ の 検 査 は 、 機 種 毎 に チ ェ ッ ク 内 容 が 相 違 す る た め 、 前 記 の よ う に 分 岐 ラ イ ン
１ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ の 後 半 部 を 検 査 工 程 に 割 り 当 て れ ば 、 複 数 機 種 の 遊 技 板 １ の 製 造 が よ り 効
率 的 に 行 え る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 実 施 形 態 の 遊 技 板 製 造 装 置 ７ は 、 流 れ 作 業 で 遊 技 板 １ を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ
イ ン の 途 中 又 は 終 端 に 複 数 本 の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を 形 成 し 、 そ の 分 岐 ラ イ ン １ ５
Ａ ， １ ５ Ｂ に 、 作 業 者 が 主 体 と な っ て 作 業 を 行 う 手 作 業 工 程 を 割 り 当 て 、 各 分 岐 ラ イ ン １
５ Ａ ， １ ５ Ｂ 間 で 夫 々 異 機 種 の 遊 技 板 に 対 応 し 得 る よ う に し た 技 術 的 思 想 を 包 含 す る 。 一
般 に 手 作 業 工 程 は 自 動 化 さ れ た 機 械 工 程 に 比 べ て 融 通 性 が 高 い た め 、 複 数 機 種 の 遊 技 板 １
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の 製 造 が よ り 効 率 的 に し か も 低 コ ス ト に 行 え る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 実 施 形 態 の 遊 技 板 製 造 装 置 ７ は 、 流 れ 作 業 で 遊 技 板 １ を 製 造 す る た め の 一 本 の ラ
イ ン １ ４ の 終 端 に 複 数 本 の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を 形 成 し 、 そ の 各 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ
， １ ５ Ｂ の 前 半 部 を 製 造 工 程 に 割 り 当 て る と 共 に 後 半 部 を 検 査 工 程 に 割 り 当 て 、 な お か つ
、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に 、 作 業 者 が 主 体 と な っ て 作 業 を 行 う 手 作 業 工 程 を 割 り 当 て
、 各 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ 間 で 夫 々 異 機 種 の 遊 技 板 に 対 応 し 得 る よ う に し た 技 術 的 思
想 を 包 含 す る 。 こ う す る こ と に よ り 、 複 数 機 種 の 遊 技 板 １ の 製 造 が 最 も 効 率 的 に し か も 低
コ ス ト に 行 え る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ７ 】
　 さ ら に ま た 、 実 施 形 態 の 遊 技 板 製 造 装 置 ７ は 、 流 れ 作 業 で 遊 技 板 １ を 製 造 す る た め の 一
本 の ラ イ ン １ ４ の 途 中 又 は 終 端 に 複 数 本 の 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ を 形 成 し 、 前 記 一 本
の ラ イ ン １ ４ に 主 と し て 機 械 に よ る 自 動 作 業 工 程 を 割 り 当 て 、 一 方 、 分 岐 ラ イ ン １ ５ Ａ ，
１ ５ Ｂ に 主 と し て 作 業 者 に よ る 手 作 業 工 程 を 割 り 当 て る よ う に し た 技 術 的 思 想 を 包 含 す る
。 一 般 に 、 一 本 の ラ イ ン に 自 動 作 業 工 程 と 手 作 業 工 程 が 混 在 す る 場 合 は 、 処 理 速 度 の 遅 い
手 作 業 工 程 を 基 準 に し て 装 置 全 体 の 処 理 速 度 を 設 定 す る 必 要 が あ る か ら 、 自 動 作 業 工 程 の
処 理 能 力 が 十 分 に 活 か さ れ な い 。 こ れ に 対 し て 、 前 記 の よ う に 一 本 の ラ イ ン １ ４ と 分 岐 ラ
イ ン １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ に 自 動 作 業 工 程 と 手 作 業 工 程 を 夫 々 割 り 当 て る よ う に す れ ば 、 手 作 業
工 程 の 処 理 能 力 が 倍 増 す る か ら 、 自 動 作 業 工 程 の 能 力 を フ ル 活 用 す る こ と が で き 、 同 機 種
の 遊 技 板 １ を 製 造 す る 場 合 と 、 異 機 種 の 遊 技 板 １ を 製 造 す る 場 合 の 何 れ に つ い て も 、 装 置
全 体 の 生 産 能 力 向 上 に 効 果 が あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ８ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 夫 々 の 分 岐 ラ イ ン 同 士 を 相 互 に リ ン ク し な い 独 立 構 造 に し た た め 、 異
な る 機 種 の 遊 技 板 に 対 応 し た 製 造 工 程 を 割 り 当 て る こ と に よ り 、 一 台 で 複 数 機 種 の 遊 技 板
に 対 応 す る こ と が 可 能 で あ る 。 ま た 、 全 て の 分 岐 ラ イ ン を 同 設 定 に す れ ば 一 機 種 の 遊 技 板
に 対 応 す る こ と も も ち ろ ん 可 能 で あ る か ら 、 単 一 機 種 の み の 量 産 に も 柔 軟 に 対 応 で き る 効
果 が あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
　 　 【 図 １ 】 　 遊 技 板 製 造 装 置 の 概 略 平 面 図 で あ る 。
　 　 【 図 ２ 】 　 パ チ ン コ 機 用 の 遊 技 板 の 正 面 図 で あ る
　 　 【 符 号 の 説 明 】
　 １ … 遊 技 板
　 ７ … 遊 技 板 製 造 装 置
　 １ ４ … ラ イ ン
　 １ ５ Ａ ， １ ５ Ｂ … 分 岐 ラ イ ン
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